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厚生労働省大臣官房年金管理審議官 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の公布について（通知） 

 

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令（令和７年厚生労働省令第 121 号。以下

「改正省令」という。）（別添）が本日公布されたところである。 

改正省令の内容は下記のとおりであるので、十分御了知の上、その運用に遺漏のなき

ようお願いする。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

令和７年度税制改正により地方税法（昭和25年法律第226号）等の一部が改正され、

特定親族特別控除が創設されたことに伴い、国民年金法施行令等の一部を改正する政令

（令和７年政令第 355号）が令和８年４月１日に施行され、国民年金法施行令（昭和 34

年政令第 184号）で定める国民年金法（昭和 34年法律第 141号）第 30条の４第１項に

規定する 20歳前の傷病による障害基礎年金（以下「20歳前障害基礎年金」という。）の

支給を停止する場合等の所得基準額の計算方法において使用する控除額に、特定親族特

別控除が追加されることとなるため、国民年金法施行規則（昭和 35年厚生省令第 12号。

以下「国年則」という。）等について、所要の改正を行うもの。 

 

第２ 改正の概要 

令和７年度税制改正により創設された特定親族特別控除額について、20歳前障害基礎

年金の支給を停止する場合等の所得基準額の計算方法において使用する控除額に追加さ

れることに伴い、以下の所得状況届の様式中に特定親族特別控除額の項目を追加する。 

・国民年金障害基礎年金所得状況届（国年則様式第３号） 

・国民年金老齢福祉年金所得状況届（老齢福祉年金支給規則（昭和 34 年厚生省令第

17号）様式第２号） 

・特別障害給付金所得状況届（特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法

律施行規則（平成 17年厚生労働省令第 49号）様式第１号） 

日 本 年 金 機 構 理 事 長 

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 長 

市 町 村 長 

 

殿 

 



・障害／遺族年金生活者支援給付金所得状況届（年金生活者支援給付金の支給に関す

る法律施行規則（平成 30年厚生労働省令第 151号）様式第２号） 

 

第３ 施行期日等 

（１）施行期日 

令和８年４月１日 

（２）経過措置 

① 令和６年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状

況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況

届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例によること。 

② 改正省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙について

は、当分の間、これを取り繕って使用することができること。 
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令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 
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令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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経
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）
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齢
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付
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付
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。

２

こ
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令
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行
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あ
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省
令
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よ
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改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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